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平成27年度石川県公立高等学校、石川県立特別支援学校及び石川県立中学校における入学者選抜方針

平成27年度石川県公立高等学校、石川県立特別支援学校及び石川県立中学校の入学者の選抜方針を、次のとおり定

める。

平成26年 5月30日

。

石 川 県教育委員会

I 平成27年度石川県公立高等学校入学者選抜方針

平成27年度石川県公立高等学校第 1学年入学者の選抜は、学校がそれぞれの学科やコースの特色を配慮、しつつ、そ

の教育を受けるにふさわしい生徒の能力、適性等を評価して合格者を決定するものとし、次のとおり方針を定める。

1 出願資格

次の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たし、かつ、 (4)、(5)、(6)のいずれかに該当する者とする。

ただし、七尾東雲高等学校演劇科にあっては、次の(1)、 (2)、(3)のいずれかを満たす者とする。

出願時に高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の後期課程に在籍している者は出願できない。

(1) 平成27年 3月に中学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校」という。)を

卒業見込み又は修了見込みの者

(2) 中学校を卒業又は修了した者

(3) 学校教育法施行規則第95条の規定に該当する者

(4) 全日制課程に出願する場合は、志願者及び保護者が県内に居住する者又は入学までに県内に居住することとな

る者

(5) 定時制課程に出願する場合は、志願者が県内に居住又は勤務している者(入学までに県内に居住又は勤務する

者を含む。)

(6) 通信制課程に出願する場合は、志願者が県内に居住する者(入学までに県内に居住する者を含む。)

2 日程

(1) 全日制課程の一般入学

0出願 期間 平成27年 2月19日(木) ~24 日(火)

0志願変更期間 平成27年 2月27日(金) ~ 3月 3日(火)

0特例出願期間 平成27年 2月27日(金) ~ 3月 3日(火)

0学力検査等 平成27年 3月10日(火)及び11日(水)

0合格者発表 平成27年 3月18日(水)正午

(2) 定時制課程の一般入学。 0出願 期間 平成27年 3月5日(木) ~23 日(月)

0学力検査等 平成27年 3月25日(水)

0合格者発表 平成27年 3月27日(金)正午
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(3) 全日制課程及び定時制課程の推薦入学

0出願 期間 平成27年 2月5日(木) ~ 9日(月)

0面 接 等 平成27年 2月13日(金)

0選考結果通知 平成27年 2月18日(水)

0合格者発表 全日制課程平成27年 3月18日(水)正午

定時制課程平成27年 3月27日(金)正午

(4) 連携型中高一貫教育校の連携型入学

0出願 期間 平成27年 2月5日(木) ~ 9日(月)

0面 接 平成27年 2月13日(金)

0選考結果通知 平成27年 2月18日(水)

0合格者発表 平成27年 3月18日(水)正午

(5) 通信制課程の入学

0出願 期間 平成27年 3月12日(木) ~4 月 2 日(木)

0面接 ・作文 平成27年 4月5日(日)

0選抜結果通知 平成27年 4月8日(水)

3 一般入学

(1) 全日制課程については、次のとおりとする。

ア 入学志願者は、 一人 1校 1学科(コース)に限り出願できるものとする。

ただし、次のとおり同一校における第 2志望又は併願を認める。

ケ) 普通科、職業に関する学科、スポーツ健康科学科、地域創造科、演劇科及び総合学科の各学科問で、第 2

志望を認める。

(イ) 普通科にコースを設置する学校(七尾高等学校を除く。)については、コースと普通科(コースを除く。)

の問で、第 2志望を認める。

七尾高等学校については、普通科文系フロンティアコースと普通科(コースを除く 。)の間で、順位をつ

けなし、併願を認める。

(ウ) 普通科(コースを除く。)と理数科の間で、順位をつけない併願を認める。

イ 学力検査については、 1日目に国語、理科及び外国語(英語)の 3教科、 2日目に社会及び数学の 2教科を

実施する。

ウ 面接及び適性検査については、 2日目にいずれか一つ又は両方を実施することができるものとする。

エ 学力検査における傾斜配点は、学校 ・学科(コース)ごとに実施できるものとする。

ただし、比重を高くできる教科は 2教科までとし、比重をかける配点は 2倍を超えない範囲とする。

オ 出願調整のため、定められた志願変更期間内に限り志願変更を認めるものとする。

カ 県外からの保護者の転勤等により、やむを得ず定められた出願期間内に出願できなかった者のため、特例出

願期間を設ける。

(2) 定時制課程については、次のとおりとする。

ア 入学志願者は、一人 1校 1学科に限り出願できるものとする。

ただし、同一校に設置する異なる部(夜間部、午前部、午後部)の問で、第2志望を認める。

イ 学力検査については、国語及び数学の 2教科を実施する。また、面接及び作文については、いずれか一つ又

は両方を実施することができるものとする。

ただし、 20歳以上の者は、面接及び作文のみで受検することができるものとする。

(3) 一般入学で募集する人数は、募集定員から推薦入学の合格内定者数等を減じた数とする。

(4) 選抜資料は、中学校長から提出される調査書及び成績一覧表による内申並びに高等学校において実施する学力

検査等の結果を資料とする。

(5) 入学者の選抜は、調査書及び成績一覧表による内申と学力検査の結果との相互関係等を十分考慮、して審査する。

なお、面接等を実施する学校にあっては、その結果も十分参考にする。

(6) 合格者の発表は、各志願先高等学校で、受検番号の掲示をもって行う。

4 推薦入学

(1) 平成27年 3月に石川県内の中学校卒業見込みの者を対象とする。
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ただし、七尾東雲高等学校演劇科については、県外の中学校卒業見込み又は修了見込みの者も対象とすること

ができるものとする。

(2) 出願は、対象学科(コース)のうち一人 1校 1学科(コース)に限るものとし、合格の内定を得た場合に入学

を確約できる者とする。

(3) 全日制課程については、次のとおりとする。

ア 普通科(コースを除く。)の推薦入学

ケ)募集人数は、募集定員の20%以内とする。

(イ) 志願できる者は、次の a及びbを満たし、中学校長の推薦を得た者とする。

a 推薦にふさわしい学力を有すること。

b 当該高等学校が定める推薦要件を満たすこと。

イ 普通科におけるコース、職業に関する学科、スポーツ健康科学科、地域創造科、演劇科及び総合学科の推薦

入学

的募集人数は、募集定員の25%以内とする。

(イ) 志願できる者は、次の a~c を満たし、中学校長の推薦を得た者とする。

a 当該学科(コース)を志望する動機、理由が明確かっ適切であること。

b 当該学科(コース)に対する適性、興味及び関心を有すること。

c 調査書に優れた点や長所の記録を有すること又は当該高等学校が定める推薦要件を満たすこと。

(4) 定時制課程については、次のとおりとする。

ア 募集人数は、募集定員の25%以内とする。

イ 志願できる者は、次のケ)ベゥ)を満たし、中学校長の推薦を得た者とする。

ケ) 当該学科を志望する動機、理由が明確かっ適切であること。

(イ) 当該学科に対する適性、興味及び関心を有すること。

(ウ) 調査書に優れた点や長所の記録を有すること。

(5) 推薦入学の志願者について、面接を実施する。

適性検査、作文及び小論文については、いずれか一つ又は複数を実施することができるものとする。

(6) 合格内定者の選考は、推薦書、志願理由喜及び調査書並びに面接、さらに適性検査等を実施する学校にあって

はその結果を総合して行うものとする。

(7) 選考結果通知書は、当該中学校長あてに送付する。

(8) 推薦入学による合格者の発表は、 一般入学の合格者とともに、各志願先高等学校で、受検番号の掲示をもって

行う。

5 中高一貫教育校の入学

(1) 連携型入学については、次のとおりとする。

ア 平成27年 3月に連携型中学校を卒業見込みの者のうち、当該高等学校を志願する者を対象とする。

イ 連携型中学校から当該高等学校を志願する者は、連携型入学に志願することを原則とする。

ウ 出願は、合格の内定を得た場合に入学を確約できる者とする。

エ 連携型入学の志願者について、面接を実施する。

オ 合格内定者の選考は、当該高等学校が内容を指定するレポート、調査書、面接及び必要に応じて学校が提出

を求める書類を総合して行うものとする。

カ 選考結果通知書は、当該中学校長あてに送付する。

キ 連携型入学による合格者の発表は、 一般入学の合格者とともに、当該高等学校で、受検番号の掲示をもって

行う。

(2) 併設型入学は、平成27年 3月に当該併設型中学校卒業見込みの者を対象とし、入学者選抜は行わない。

6 通信制課程の入学

(1) 入学者の選抜は、中学校長から提出される調査書並びに高等学校において実施する面接及び作文の結果を資料

として行う。

(2) 選抜結果通知書は、本人あてに送付する。

7 その他

(1) 平成27年度石川県公立高等学校入学者選抜の詳細については、平成27年度石川県公立高等学校入学者募集要項
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で定める。

(2) 長期欠席生徒のうち、希望する者は、自己申告書を提出することができる。

H 平成27年度石川県立特別支援学校幼稚部及び高等部入学者選抜方針

平成27年度石川県立特別支援学校幼稚部及び高等部第 1学年入学者の選抜は、学校が幼児 ・生徒の障害の実態を把

握し、能力、適性等を評価して合格者を決定するものとし、次のとおり方針を定める。

区分 学 部名等 選抜方法 出願期間 学力検査等 合格者発表

高 等 音日
学力検査、視力検査、

盲
職業適性検査、面接

兵寸三Aー

学力検査、視力検査、
H27. 2. 19(木)

校 専 攻 科
職業適性検査、面接

幼 稚 部
認知能力検査、聴力検査、

H27.2.20(金)ろ
運動能力検査、面接フ

校兵寸三A・
両 等 寄E 学力検査、面接 H27. 1. 13(火)

H27. 3. 5 (木)
専 攻 科 学力検査、作文、面接 ~ 1. 29(木)

上
言c
ιタょト

学力検査、身体機能及び
H27.2.19(木)

0) 

特 高 等 部

支章桂
運動能力検査、面接

平成27年度石川県立特別支援学校幼稚部及び高等部入学者選抜の詳細については、平成27年度石川県立特別支援学

校幼稚部、高等部入学者募集要項で定める。

皿 平成27年度石川県立中学校入学者選抜方針

平成27年度石川県立金沢錦丘中学校第 1学年入学者の選抜は、学校が併設型中高一貫教育を受けるにふさわしい児

童の能力、適性等を評価して合格者を決定するものとし、次のとおり方針を定める。

1 出願期間平成27年 1月13日(火) ~16 日(金)

2 総合適性検査、作文及び面接 平成27年 1月25日(日)

3 選抜結果通知 平成27年 2月 2日(月)

4 入学意思確認書の受付

5 欠員補充

平成27年 2月 3日(火) ~ 5日(木)

入学予定者に欠員が生じた場合は、平成27年 3月 5日(木)までに補充するものと

する。

6 選 抜 方 法 小学校長から提出される調査書並びに中学校において実施する選抜のための総合適

性検査、作文及び面接の結果を資料として、総合的に判定する。

7 そ の 他 平成27年度石川県立中学校入学者選抜の詳細については、平成27年度石川県立中学

校入学者募集要項で定める。

公安委員 A
E
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半

第 二 十 九 条 第 二 項 中 「 第 二 十 九 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 の 二 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 二 十 九 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 医 師 の 届 出 )

第 二 十 九 条 の 三 法 第 百 一 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 十 二 の 二 の 届 出 書 を 公 安 委 員 会 に 提 出 し て

行 う も の と す る 。

2 法 第 百 一 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 求 め は 、 別 記 様 式 第 十 二 の 三 の 確 認 要 求 書 を 公 安 委 員 会 に 提 出 し て 行

う も の と す る 。

3 前 項 の 確 認 の 求 め に 対 す る 回 答 は 、 別 記 様 式 第 十 二 の 四 の 回 答 書 を 交 付 し て 行 う も の と す る 。

第 三 十 条 の 二 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

( 臨 時 適 性 検 査 に 係 る 取 消 し 等 )

第 三 十 条 の 三 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 分 の 解 除 は 、 別 記 様 式 第 十 四 の こ の こ の 運 転 免 許 の 効 力 停

止 処 分 解 除 通 知 書 を 交 付 し て 行 う も の と す る 。

第 三 十 条 の 四 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ り 弁 明 の 機 会 を 与 え よ う と す る と き は 、 当 該 処 分 に 係 る 者 に 対

し 、 別 記 様 式 第 十 四 の 二 の 三 の 弁 明 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

別 記 様 式 第 十 二 の 次 に 次 の 三 様 式 を 加 え る 。
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別記様式第12の 3 (第29条の 3関係)

確 認 主要 求 書

石川県公安委員会殿

道路交通法第101条の 6第 2項の規定により確認を求めます。

要求医師

住 所

医療機関名

f主 所

態、
フ リ ガナ

氏 名

者

生年月 日

(回答書送付先)

医療機関名

在
T 

所 地

電 言苦 番 号

別記様式第12の4 (第29条の 3関係)

殿

年

回 生主
下 司

氏

月

書

道路交通法第101条の 6第 2項に基づき、下記のとおり回答します。

言己

患
住 所

名

年 月 日

@ 

男 女

日 生 ( 歳)

年月日

石川県公安委員会固

氏 名
l 性矧J I 

男 女

者
生年月日 年 月 日 生( 歳)

対象者は、 年 月 日現在、運転免許を

運転免許の有無
口受けた者である。

口受けた者ではない。

ただし、仮運転免許証を受けた者であるかは、不明である。

(備考)

この回答書の内容を他人に漏らした場合は、刑法(明治40年法律第45号)第134条第 1項の規定により処罰さ

れることがあります。
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平成 26年 5月初日(金曜日) 石川県公報 号 外

別記様式第14の2の 2 (第30条の 3関係)

運転免許の効力停止処分解除通知書

道路交通法第104条の 2の3第 1項の規定により、下記のとおりあなたの運転免許の効力停止処分を、

年 月 日付けで解除したので通知します。

f主 所

氏 名

免許証の番号
第 号 年 月 日 交付

公安委員会交付

免許の種類

年月日

石川県公安委員会固

理 由 道路交通法第103条第 1項第 手ラ に該当しないことが明らかになったため

別記様式第14の2の 3 (第30条の4関係)

殿

(表)

弁明通知書

年月日

石川県公安委員会固

あなたに対する道路交通法第104条の 2の3第 1項の規定による運転免許の効力停止処分について、同条第

2項の規定により、処分を受けた日から起算して 5日以内に、下記の場所で弁明することができます。

なお、弁明は、代理人をもって行うことができ、弁明の際には有利な証拠を提出することができますo

l#I=JFlT0:' e: tsできる場

(裏)

弁明の機会の付与に際しての留意事項

1 弁明は、口頭により行うものとします。

2 あなたは、あなたに代わり代理人を出頭させることができます。代理人を出頭させるときは、指定された

日までに、代理人の氏名、住所、代理人との関係及び弁明の機会の付与に関する一切の行為を委任する旨を

記載した書面を提出してください。

3 あなたは、補佐人を出頭させることができます。補佐人を出頭させるときは、指定した日までに、補佐人

の氏名、住所、補佐人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出し、 主宰者の許可を得てください。

4 弁明は、指定された日までに行ってください。ただし、特にやむを得ない事情があれば弁明の日時を変更

することができますので、 石川県警察本部交通部運転免許課に申し出てください。

5 あなた又はあなたの代理人が、正当な理由がなく指定された日までに弁明をしなかった場合は、弁明の機

会を放棄 したものとみなします。
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